
放送法施行規則及び無線局免許手続規則の改正

外資比率が規制の範囲内であることを把握・検証するための様式を定める総務省令につき、
・ 外国法人等の占める議決権の数や外資比率の詳細を把握するための表の整備
・ 外資比率の計算の過程について検証可能な構造の採用

等の改正を行う。

＜議決権等の総数＞

区分
氏名
又は
名称

住
所

法人
番号

株式数
（株）

議決権
の数
（個）
②

②÷

議決権の総
数

（％）

備
考

外
国
法
人
等

議決権の総数の1000分
の１以上を占める者

議決権の総数の1000分
の１未満を占める者の合
計 （計 者）

合計

＜外資規制への適合状況＞

② 無線局免許手続規則の一部改正
・別表第一号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式
・別表第二号第１（基幹放送局（略）の無線局事項書の様式）
・別表第二号第５（衛星基幹放送局（略）の無線局事項書の様式） 他

① 放送法施行規則の一部改正
・別表第六の一号（地上基幹放送の業務認定申請書）
・別表第六の二号（衛星基幹放送の業務認定申請書）
・別表第六の三号（移動受信用地上基幹放送の業務認定申請書）
・別表第七の一号（地上基幹放送に係る事業計画書）
・別表第七の二号（衛星基幹放送に係る事業計画書）
・別表第七の三号（移動受信用地上基幹放送に係る事業計画書）
・別表第六十号（認定放送持株会社認定申請書） 他

区分 株式数（株） 議決権の数（個）

発
行
済
株
式

無議決権株式

議決権制限株式

完全議決権株式 自己保有株式

相互保有株式

特定外国株式

その他

単元未満株式

総数

備考 １単元の株式数

申請者が上場会社等以外である場合 申請者が上場会社等である場合

区分

氏名
又は

名称

住
所

法人
番号

株式数

（株）

議決権
の数
（個）

①

①÷
議決権の総数

(％)

日本の国籍
の確認方法

備
考

日本の国籍
を有する者

日本法人

合計

 衛星基幹放送事業者に係る例
（放送法施行規則別表第七の二号）

１



放送法施行規則及び無線局免許手続規則の改正

＜外資規制への適合状況＞

申請者が上場会社等である場合

区分
氏名又は
名称

住所 法人

番号
株式数
（株）

議決権の
数（個）

④

④÷議決権の
総数（％）

⑤

外資系日本法人の議決権を有する
外国法人等

⑤の
比率

（％）

⑤×⑥
（％）

備考

氏名又は名称

外資系日本法人の
議決権の総数に対
する議決権の比率
（％）⑥

外国法人等

議決権の総数の1000
分の１以上を占める者

議決権の総数の1000
分の１未満を占める者
の合計 （計 者）

外資系日本法人
議決権の総数の10分
の１以上を占める者

合計

区分
氏名又は
名称

住所 法人
番号

株式数

（株）
議決権の数

（個）①

①÷議決権の
総数（％）

②

日本法人の議決権を有する外国法人等

②の比率
（％）

②×（1-③）

（％）

日本の国籍の

確認方法
備考

氏名又は名称

日本法人の議決権の
総数に対する議決権
の比率（％）③

日本の国籍を有する者

日本法人

議決権の総数
の10分の１以上

を占める者

議決権の総数
の10分の１未満

を占める者

合計

※議決権の総数については、ｐ１と同様の様式を整備 認定放送持株会社に係る例（放送法施行規則別表第六十号）

申請者が上場会社等以外である場合
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